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土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る

 

登
記
相
談
の
終
了

　
毎
月
第
２
水
曜
日
に
実
施
し
て
い
る
登
記

相
談
の
う
ち
、
土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る
相

談
は
、
２
月
12
日（
水
）お
よ
び
３
月
11
日

（
水
）の
相
談
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

　
な
お
、
司
法
書
士
に
よ
る
登
記
相
談
は
引

き
続
き
実
施
し
ま
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

予 

２
月
12
日（
水
）の
相
談
は
２
月
５
日

（
水
）、３
月
11
日（
水
）の
相
談
は
３
月
４

日（
水
）の
い
ず
れ
も
午
後
１
時
か
ら
電
話

で
受
付

問
広
報
広
聴
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
３
５
３
、
１
３
５

６

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談

 

〜
相
続・遺
言
を
中
心
と
し
て
〜

内 

司
法
書
士
が
遺
言
書
や
相
続
手
続
き
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
続
に
関
す
る
相
談
に

答
え
ま
す
。

時 

２
月
22
日（
土
）午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30

分（
予
約
不
要
で
１
人
30
分
以
内
、
受
付

は
午
後
４
時
ま
で
）

場
市
役
所
１
階
会
議
室
１
０
３

問
大
阪
司
法
書
士
会
北
大
阪
支
部

℡ 

０
６
・
６
９
９
１
・
９
０
５
０

祝日、休日の受付・相談はありません。
秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則１回
場 市役所１階市民相談室101・102
問広報広聴課
℡06-6992-1353、1356

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地
建物の賃借問題など
▼弁護士※予
（1人30分・先着14人）
毎週木曜日13:00~16:30
▼司法書士※予
（1人30分・先着8人）
第2・3・4火曜日13:00~15:00
登記相談･･･相続・売買・贈与などの
登記、供託・測量・境界・分筆など
▼司法書士・土地家屋調査士※予
（1人30分・先着各4人）
第2水曜日13:00~15:00
税務相談･･･相続税・所得税・贈与税
など
▼税理士※予
（1人30分・先着6人）
第2金曜日13:00~16:00
行政書士相談･･･成年後見•各種契約
書の作成など
▼行政書士※予
(１人30分・先着６人)
第１火曜日13:00~16:00
不動産一般相談･･･賃貸借契約•不動
産の活用など
▼宅地建物取引士※予
(１人30分・先着６人)
第１火曜日13:00~16:00

※予上記いずれも相談日の1週間前
（休日の時は翌開庁日）13:00から電
話受付

行政相談･･･国などの行政に対する
要望や苦情など
▼行政相談委員予前日までに
第4火曜日10:00~12:00

市民相談（2月分） 世
界
か
ら
見
る

 

大
阪
の
男
女
共
同
参
画

⑤ 
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
社
会
に
向
け
て
〜

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
男
女
共
同
参
画
〜

　

持
続
可
能
な
開
発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）と

は
、
２
０
１
５
年
９
月
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で

採
択
さ
れ
た「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の

２
０
３
０
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」に
記
載
さ
れ
た
２

０
１
６
年
か
ら
２
０
３
０
年
ま
で
の
国
際
目

標
で
す
。17
の
ゴ
ー
ル・１
６
９
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
か
ら
構
成
さ
れ
、
地
球
上
の
誰
一
人
と
し

て
取
り
残
さ
な
い（
ｌ
ｅ
ａ
ｖ
ｅ 

ｎ
ｏ 

ｏ

ｎ
ｅ 

ｂ
ｅ
ｈ
ｉ
ｎ
ｄ
）社
会
の
実
現
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
日
本
政
府
も
積
極
的
な
取
り

組
み
を
宣
言
し
て
い
ま
す
（
外
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
」）。

  

２
０
１
８
年
７
月
に
発
表
さ
れ
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
達
成
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
日
本
は
１
５
６
カ

国
中
15
位
で
し
た
が
、
達
成
度
が
最
低
水
準

の
目
標
の
一
つ
に「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」（
男

女
共
同
参
画
）が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

  

男
女
共
同
参
画
は
以
前
か
ら
日
本
社
会
の

深
刻
な
課
題
で
す
。
２
０
１
９
年
の
世
界
経

済
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指

数
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
日
本
は
１
５
３
カ
国
中

１
２
１
位
と
過
去
最
低
、G
７
は
も
ち
ろ
ん
、

大
部
分
の
国
の
後
塵
を
拝
し
て
い
ま
す
。
日

本
に
は
何
か
特
殊
な
事
情
で
も
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
近
年
も
大
学
医
学
部
入
試
で
の

女
性
差
別
が
明
る
み
に
出
た
り
、
赤
ん
坊
を

連
れ
た
議
員
が
議
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
な

ど
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
逆
行
す
る
出
来
事

が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
女
性
議
員
数
は
極

端
に
少
な
く
、
母
子
世
帯
の
貧
困
率
の
高
さ

は
際
立
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
11
月
８
日
に
発
表
さ
れ
た
国
の

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
実
施
指
針
改
定
案（
骨
子
）」は
、

従
来
の「
持
続
可
能
な
開
発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
）実
施
指
針
」と
比
較
す
る
と
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
実
現
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
の

視
点
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
統
計
の
重
要
性
に
触
れ

た
箇
所
が
削
除
さ
れ
、
む
し
ろ
後
退
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。「
誰
一
人
取
り
残
さ
な

い
社
会
」の
実
現
は
、
周
回
遅
れ
で
取
り
残

さ
れ
た
男
女
共
同
参
画
の
実
効
性
あ
る
推
進

な
し
に
は
不
可
能
で
す
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
企
業

の
国
際
的
評
価
に
反
映
さ
れ
、
投
資
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
も
企

業
の
関
心
は
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等（
男
女
共
同
参
画
）」は

他
の
す
べ
て
の
課
題
に
も
関
連
し
、
よ
り
良

い
未
来
に
向
け
て
の
不
可
欠
な
課
題
で
す
。

政
府
、
自
治
体
の
実
効
性
あ
る
真
剣
な
取
り

組
み
が
早
急
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
人
権
室

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
１
２

児
童
手
当
の
振
込
日
は
２
月
７
日

　
令
和
元
年
10
月
分
〜
令
和
２
年
１
月
分
の

児
童
手
当
を
、
２
月
７
日（
金
）に
振
り
込
み

ま
す
。
転
入
な
ど
を
し
て
い
る
人
は
、
対
象

月
が
変
わ
り
ま
す
。

問 

子
育
て
支
援
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
４
７

児童手当所得制限限度額
扶養親族などの

数
所得制限限度額

（万円）
収入額の目安

（万円）
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960.0
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

注収入額の目安は、給料収入のみで計算しています。
　一般的に年収、年商が収入に当たり、収入から必要
　経費を差し引いた後の金額が所得に当たります。

児童手当振込金額
対象児童

（中学校修了まで） 金額（月額）

3歳未満 15,000円
3歳以上 10,000円

第3子以降(3~12歳) 15,000円
中学生 10,000円

備 所得制限超の世帯の児童は
　一律5‚000円

２
月
は
総
合
ね
ず
み
駆
除
運
動
月
間

　
各
種
感
染
症
、食
中
毒
の
原
因
に
も
な
り
、

衛
生
的
に
も
有
害
な
ね
ず
み
を
駆
除
し
、
快

適
な
生
活
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
期
間
中
、
希
望
者
に
捕
そ
器（
ね

ず
み
捕
り
器
）の
貸
し
出
し
、
殺
そ
剤（
１
世

帯
に
１
袋
）を
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
。

時 

２
月
１
日（
土
）〜
29
日（
土
）

場 

環
境
政
策
課
、
東
部
エ
リ
ア・庭
窪・錦
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

ね
ず
み
が
媒
介
す
る
病
気　

食
中
毒
、
ワ
イ
ル
病
、
ツ
ツ
ガ
ム
シ
病
、
そ

こ
う
症
な
ど

防
除
方
法　

▽ 

台
所
な
ど
で
出
し
た
ま
ま
の
食
品
や
残
飯

類
は
、
完
全
に
保
管・処
理
す
る
。

▽ 

ね
ず
み
の
通
路
を
ふ
さ
ぎ
、
家
に
入
れ
な

い
よ
う
に
す
る
。

▽ 

捕
そ
器
、
殺
そ
剤
を
有
効
に
使
い
、
地
域

ぐ
る
み
で
一
斉
に
ね
ず
み
を
退
治
す
る
。

注 
捕
そ
器
や
殺
そ
剤
は
、
子
ど
も
の
手
に
触

れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
政
策
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
１
１

愛の献血

時・場
　2月16日（日）
　10:00～12:00、13:00～16:00
　イオンモール大日前バスロータリー付近
　主催：国際ロータリー第2660地区ローターアクト
問守口市献血推進協議会事務局（地域福祉課内）
℡06-6992-1570

令
和
元
年
度
版

 

も
り
ぐ
ち
の
環
境
を
発
行

　
平
成
30
年
度
に
実
施
し
た
環
境
調
査
を
も

と
に
作
成
し
ま
し
た
。

　
冊
子
は
、
守
口
市
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
各
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

で
閲
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
環
境
政
策
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
０
８

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
に
注
意

　
家
庭
の
ご
み
を
回
収
す
る
た
め
に
は
、
市

の
許
可
が
必
要
で
す（
遺
品
整
理
に
お
い
て

発
生
し
た
ご
み
も
同
様
）。

　
市
の
許
可
を
受
け
ず
に
、
家
庭
の
ご
み
を

業
者
が
回
収
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　
無
許
可
の
回
収
業
者
を
利
用
し
て
、
高
額

な
処
理
料
金
を
請
求
さ
れ
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ

ル
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
無
許
可

と
知
り
つ
つ
依
頼
し
た
場
合
、
回
収
業
者
だ

け
で
な
く
、
依
頼
者
も
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　
ご
み
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
皆
さ
ん

の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
１
・
３
８
４
０

ドーン財団理事
大阪府立大学名誉教授
伊田久美子


